
県

指針 計画 第五次

1 福祉施設利用者の一般就労への移行実績 継続 1 福祉施設利用者の一般就労への移行実績 ○ ○ 継続

2 就労移行支援事業の利用者数 継続 2 就労移行支援事業の利用者数 ○ ○ 継続

3 就労移行率が３０％以上の就労移行支援事業者数 継続 3 就労移行率が３０％以上の就労移行支援事業者数 ○ 継続

4
就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一
般就労への移行者数

継続 4
就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一
般就労への移行者数

○ 継続

5
公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設利
用者の支援件数

削除
指針から削
除たため

5
職場定着率（就労定着支援事業による支援を開始した
時点から1年後の職場定着率を8割以上とすることを基
本）

○ ○ 新規

6 障害者高等技術専門校の就職率 継続 6 就労定着支援の利用者 ○ 新規

7 委託訓練事業の受講者数 継続 7 障害者高等技術専門校の就職率 ○ 継続

8 障害者トライアル雇用事業の開始者数 削除
指針から削
除たため

8 委託訓練事業の受講者数 ○ 継続

9 職場適応援助者による支援の対象者数 削除
指針から削
除たため

9
福祉施設から公共職業安定所へ誘導する福祉施設利用
者数

○ 新規

10
従業員５０人以上規模の企業で雇用される障害のある
人の数

継続 10
福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導す
る福祉施設利用者数

○ ○ 新規

11
従業員５０人以上規模の企業で雇用される精神障害の
ある人の数

継続 11
福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受けて
就職する者の数

○ ○ 新規

12 障害者雇用率を達成した公的機関の割合 継続 12
従業員４５．５人以上規模の企業で雇用される障害の
ある人の数

○ 継続

13
従業員４５．５人以上規模の企業で雇用される精神障
害のある人の数

継続

14 障害者雇用率を達成した公的機関の割合 ○ 継続

13 障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数 変更 15 障害者就業・生活支援センター登録者の就職件数 ○ 変更

14
障害者就業・生活支援センター事業の実施見込み箇所
数

削除
全圏域に
整備済み

16
障害者就業・生活支援センター登録者のうち精神障害
者の職場定着率

○ 新規

15 企業支援員の配置人数 削除
全圏域に
整備済み

17 企業支援員の支援企業数 新規

16 フレンドリーオフィスの新規認定数 削除
指標数の
調整

18
従業員４５．５人以上規模の企業で雇用される障害の
ある人の数【再掲】

○ 継続

17
従業員５０人以上規模の企業で雇用される障害のある
人の数【再掲】

継続 19
従業員４５．５人以上規模の企業で雇用される精神障
害のある人の数【再掲】

継続

18
従業員５０人以上規模の企業で雇用される精神障害の
ある人の数【再掲】

継続

（４）支援機関や関係機関の根とワークの構築及
び情報共有化

19 ネットワーク構築のための会議を開催した圏域数 継続 20 ネットワーク構築のための会議を開催した圏域数 継続

20 就労継続支援Ｂ型の平均工賃月額 継続 21 就労継続支援Ｂ型の平均工賃月額 ○ 継続

21 県内官公需実績（県及び市町村） 継続 22 県内官公需実績（県及び市町村） ○ 継続

22
官公需拡大のための商談会（県後援）への参加行政機
関数（所属部署単位）

削除
指標数の
調整

（６）障害のある人の自らの価値観に基づいた就
労の選択を尊重した支援

指標なし

千葉県障害者計画指標の新旧対比

備考

（１）就労支援・定着支援の体制強化

（２）障害者就業・生活支援センターの運営強化

（３）障害のある人を雇用する企業等への支援

（５）福祉施設等で生産活動・福祉的就労を行う障
害のある人の賃金向上への取組の推進

国
№ 第六次計画（案）中分類での位置づけ № 第五次計画

第六次へ
の対応
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